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半導体産業における提携
- 独占的市場秩序のもとでの ｢戦略的提携｣の考察

榎 本 里 司

Ⅰ 考察の課題および方法的見地

Ⅰ 国際的な企業間提携の概観

Ⅲ 上位一下位企業間の提携の考察

Ⅰ 考案の課題および方法的見地

Ⅳ 上位企業間の提携の考察

Ⅴ 提携の経済的意味

1980年代半ば以後の半導体産業の構造変化を特徴づける内容の一つに,世界市場を舞台とし

ての国際的な提携関係の広範な展開がある.なかでも上位企業間の提携,もしくは上位企業の

関与する提携が目立 った存在となってきている.本稿の課題は,半導体産業における提携関係

を考察し,その経済的意味を競争論 (および独占論)の見地からあきらかにすることにある.

授携は,それ自体としては何らかの相互協力関係をともなった企業間関係であるが,それは

また企業間関係である以上,競争関係を反映したものであるとともに競争関係そのものでもあ

る.提携の活発な展開という現実を反映して近年,提携の考察が盛んになってきているが,提

携が多様であるのと同じように,その問題関心,アプローチもまた多様である.従来の考察は,

単なる実態整理を別にすれば大きく次のように整理できる.

第 1は,企業戦略論の立場からの ｢戦略的提携｣論で,最近の議論のほとんどはこれに該当

するl).これは,従来の戦略論が企業内の資源配分だけを問題として競争対応の事業戦略を と

らえていたのに対し,外部企業との資源交換による資源獲得,それによる競争優位の形成まで

をも視野に入れるという点で,新しさと積極面をもっている｡しかしながら,企業が市場秩序

の中でおかれている位置の相違により,とりうる戦略の内容が質的に制約をうけること,した

がって直接には戦略に規定されている捉携の目的,内容にも,実は市場秩序に規定されて質的

な相違が現れること,については十分把撞されない.というのは,企業を市場における等質の

〔キーワー ド〕 半導体産業,揖携,独占的市場秩序,独占資本間競争.

1)その代表的なものとしてほ,Pol･ter,MichaelE.,TheCombcLz'tiveAdvantageofNations,1985;

Mowery,DavidC.etal.,InternationalCollaborativeVenturesinU.S.Manufacturing.1988;

野中郁次郎 ｢戦略提携序説｣ 『ビジネス レビュー』38巻4号,1991年5月.



40 季刊経済研究 第14巻 第2号

自立的単位としてみる点では,従来の戦略論と基本的に同じであるからである･したがって,

提携は,等質の企業の間での資源交換としてとらえられ,提携分析は,その内容の機能的な分

析が中心になる.

第2は,より実際的な企業経営の立場からのものである2'.経営管理の問題として,提携-

の対応が機能的に問題にされるために,市場での競争対応という問題関心は除かれる･したが

って,ここではそれ以上たちいらない.

第3は,摩擦対応等,実際的な政策的主張としての ｢産業協力｣諭の立場か らの ものであ

る3'. これは,貿易摩擦,さらには投資摩擦に対処していく手段として,日本企業の米国企業,

あるいは欧州企業との協力関係推進を説くものである.提携の評価についていえば,提携が経

済法則である資本間の競争関係自体によって生まれ展開しているという点がとらえられない点

で限界がある.提携の発展の主な理由が,資本間関係にではなく,その外枠,すなわち,摩擦

対応という政治的な協調の必要にもとめられ,提携の展開により摩擦緩和が可能であるとされ

る点は,実際上,資本間の対抗関係よりも国家間の対抗関係の方を基礎におくか,あるいは資

本間の対抗を国家間の対抗に重ねあわせて見るもので,必ずしも国家間の関係に対応するわけ

ではない国際的な資本間の競争関係の発展が看過されることになる.

そして第4は,マルクス経済学の側からのアプローチである.従来その一部に,企業間の提

携を資本間の支配一被支配関係 (独占一非独占関係)と論理的に区別することなく,共通のも

のとしてみる考え方があった.例えば,企業間の一方向的な技術導入自体をもって ｢技術的従

属｣としてとらえ,それを資本間の支配一被支配と事実上同一の範噂 (資本間の従属の一つの

形態)としてみる見方である.この見方では,相互に自立した資本間の競争関係という提携の

基本的側面が看過されるとともに,そもそもの資本間の支配-被支配をとらえる基準が暖昧化

してしまい,それぞれの企業のもつ技術の高低といった別の基準におきかえられてしまうこと

にもなりがちである.他方,そのような見方の裏返しの傾向として,直接の資本問の支配一被

支配関係を意味するわけではない提携を軽視してか,提携を具体的な分析の狙上に乗せない,

あるいは乗せても経済的意味までを評価しないといった傾向もある.現実における広範な提携

の展開を把握しえないという点では,いずれも同じである.

このように,提携をめぐる従来の主な考察は,競争論の見地を正面にすえていないために,

国際的な資本間の競争関係の一形態という提携の本質的な側面を把握しえないものであった.

本稿の問題意識は,提携をまず競争論の見地から,すなわち,資本間の競争関係の形態として

2)例えは,Lowell,W.S.,̀ M̀anagingJoint∫nternationalDevelopment'',Research･Technology

Management,Jul.-Aug.1990,pp.16-26.

3)例えば,日本経済調査協議会 『先進国における投資摩擦と日本の対応』1991年, の ｢基本認識 と提

言｣1-29ページ,総合開発研究機構 『日本との産業協力に関する米欧の対応』1987年, 1-3章.

4)奥村賠- ｢企業の戦略的提携- 1990年代新グローバ リズムにおける競争 と協調の構造｣日本経済調

査協議会,前掲書,第 3部第 1章,125-47ページ,ほこうしたものの一つである.
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とらえようとするところにある.共通の問題関心にたつ研究はまだ散見されるにすぎないが一),

連携それ自体が企業間の競争関係をあらわしている以上,不可欠なアプローチである.

ここで競争論的見地というとき,以下のことを合意している.提携には,大手企業間の提携

もあれば,大小企業間,小企業間のそれもあ り,そのものだけをもって独占資本間競争の形態

とはもちろんいえない.しかし,全体の市場秩序は,個別企業の対等平等を基本とする自由競

争によってではなく,個別企業の序列的関係を前提した独占資本間競争を原動力として形成さ

れている5).いずれの提携も,このような独占的な市場秩序 のなかでの展開である以上,全体

としてみれば独占的規定をうけているわけである｡これが第 1である.

第2に,そのうえで,提携を質的に区別する必要があるということである.すなわち,捷携

当事者の一企業を基準にしてみた場合,提携は,全体の階層的な市場秩序のなかでめざす目的

の相違により2つに区分される.①市場秩序の主導的な担い手たる上位企業の地位の獲得ある

いは確保を目的とする提携と,②下位の補完的な位置の競争者としての安定的な存立を目的と

する提携,の2つである.前者は,主に大手資本間の,または大手資本の側からみた提携であ

り,独占資本間競争そのものの形態としての提携,いわゆる戦略的提携である.後者は,大小

企業間の,または小企業の側からみた提携である.この2つは,当然,国際的な資本再編にと

ってことなる意味をもつ.ある提携が戦略的提携といえるかどうかは,その提携が市場秩序の

なかでどういう位置をめざしたものか,という点で客観的に規定される問題ということができ

る.このように提携の評価においては,競争論の見地から国際資本間競争-の対応として位置

づけて,その経済的意味をみる必要がある.

以下では次の順で考察をすすめる.最初に予備的考察として1980年代後半以降の提携につい

て概観した後,次いで個々の提携事例の考察に入る.まず,大小企業間の提携の簡単な検討を

行い,次にそれとの対比をふまえながら上位企業間の戦略的提携に焦点をあて,今日の国際的

な競争関係のなかでそれぞれがもつ特徴と意味について明らかにしたい.最後に,個別企業同

士の提携のもつ経済的意味についてまとめることとする.

ⅠⅠ 国際的な企業間提携の概観

1 世界市場の上位20社の考察

本節では,1980年代後半の構造変化の時期以降の国際的な企業間捉携の特徴について概観す

5)半導体産業における独占的傾向の恒常的傾向としての自立化を1980年代後半の構造変化の内容の実体

としてとらえた うえで,階層的市場秩序および質的な企業序列の形成にその独占的傾向の自立化の反映

をみる見地,および階層的市場秩序の発展の原動力を上位企業間の競争 (独占資本間競争)にもとめる

見地については,榎本里司 ｢半導体産業における独占- 80年代後半の構造変化と市場秩序｣ 『季刊経

済研究』13巻 2号,1990年9月,を参照されたい.本稿は,このような先の考察をうけて提携の分析を

すすめるものである.
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第 1表 1990年半導体売上高世界ランキング (速報値)

メーカー
1990年
ランク

1989年
ランク

1989年
売上高

(単位 :100
万 ドル)

1990年
売上高

(単位 :100
万 ドル)

1990年
市場シェア

(%)

日本電気

東 芝

日立製作所

モトローラ

インテル

富 士 通

テキサス ･インスツルメンツ

三菱電機

松下電子工業

フィリップス

ナショナル ･セミコンダクター

SGS-トムソン

三洋電機

シャープ

三星電子

シーメン′ス

ソ ニ ー

沖電気工業

AMD

AT&T

世界全体

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

3

4

8

5

6

7

9

10

ll

13

12

15

14

16

19

17

18

20

5,015

4,930

3,974

3,319

2,430

2,963

2,787

2,579

1,882

1,716

1,618

1,301

1,365

1,230

1,260

1,194

1,077

1,154

1,110

873

57,213

4,952

4,905

3,927

3,692

3,135

3,019

2,574

2,476

1,945

1,932

1,178

1,463

1,381

1,360

1,315

1,221

1,172

1,074

1,067

830

58,414

一

一

一
1

2

一
一

H
U

HU

HU

l

一
一

1

1

1

I

9

2

8
4

3

3

6

2

1

1

4

2

9

7

3
5

2

8.5

8.4

6.7

6.3

5.4

5.2

4.4

4.2

3.3

3.3

2.9

2.5

2.4

2.3

2.3

2.1

2.0

1.8

1.8

1.4

100.0

注) 対象期間 :90.1-90.12.89年は1ドル-138円,1ドル-1.88ドイツマルク,90年は1ドル144円,1ドル-
1.64ドイツマルクで算出.データクエスト社調査による.

出所) プレスジャーナル社 『月刊セミコンダクターワールド』1991年3月.42ページ.

るが,そのまえに提携の主体である各企業の世界市場のなかでの位置お よび事業戦略について

確認 してお こう.

第 1表は,1990年の半導体 メーカー売上高の世界ランキングについてみた ものである.それ

ぞれの企業の特徴をさしあた り国別にみてみ よう.

上社10社のなかに 日本企業が 6社を占める.これ らはいずれ も半導体事業以外にも事業展開

している多事業統合型の総合エ レク トロニクスメーカー (松下電子工業については半導体事業

を担当する完全子会社)であるとともに,半導体事業については汎用 MOSメモ リーや ASIC

等の戦略的製品分野を含むオールラウン ドの多製品的展開を追求 してお り,国内の階層的市場

秩序の上位を担 っている.たい して上位20社 までに位置する残 りの 日本企業 4社は,戦略分野

の製品に特化する形で半導体市場のなかでの地歩を築いてほいるが,全体の市場秩序のなかで

は上位 6社に次 ぐ階層にお としめられている6).半導体事業以外の主力事業分野から参入 した

6)日本の半導体メーカーの階層的な序列については,榎本里司,前掲論文 (注5),45-48ページ,を参

照.
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第2表 アメリカ半導体メーカー上位6杜の半導体部門の位置 (1989年)

(単位 :100万 ドル)

企 業 名 半導体売上高
(比率) 半導体部門の主要製品分野

モ トローラ i9,620

イ ンテル

TI

NS

AMD

AT&T

3,127

6,522

1,648

1,105

36,112

3,319(34.5%)

2,430(77.7 )

2,787(42.4 )

1,618(98.2 )

1,100(99.5 )

873(2.4 )

DRAMをのぞくMOSメモ リー,MPU,ASIC,標準 ロジ ック

MPU,マイコン,EPROM

DRAM,SRAM,MPU,標準 ロジック, リニア IC

EPROM,標準 ロジック,リニア IC

MOSメモ リー,MPU,標準 ロジック

ASIC(スタンダードセル)

出所) 『外国会社年鑑』1991年度版,プレスジャーナル調査部 『'90半導体マーケット･企業』1990年,および第 1
表資料より作成.

ちのの,半導体事業においてほ戦略的地位を築くにいたらなかった企業であるが,それでも世

界的には上位企業であることは注目に値する.

アメリカの6社についてみよう.全社売上高および半導体部門の売上高,.主力製品分野につ

いてみたのが,第2表である.モ トローラ(Motorolalnc･)とTI(Texaslnstrumentslnc･)

は半導体事業以外にも,それぞれ通信機器,自動車 ･産業エレクトロニクス,政府用電子機器

(モトローラ),電気制御機器,石油探鉱,エネルギー開発 (TI),と有力な事業部門を有して

お り,多事業型あるいは準専業型の半導体企業である.半導体の製品戦略については,モ トロ

ーラがDRAM分野より一時大きく撤退したことがあったとはいえ,両社ともオールラウンド

の多製品的展開を図っている.たいして,インテル (IntelCorp･),NS(NationalSemi･

conductorCorp.),AMD(AdvancedMicroDevices,Inc)の3社は半導体専業メーカー

である.インテルはマイクロプロセッサ (MPU)を主力製品分野とし,モ トローラとこの分野

での市場を二分しているが,一時撤退した DRAM 分野-も提携関係を活用することで市場

再参入を果たしてお り,単純な製品特化ではない多製品的展開を追求している･NSは87年の

フェアチャイル ドの買収で論理 IC を製品系列に付け加えるなど,今日 SRAM を中心とし

たメモリーから ASIC まで幅広い製品展開を遂げている企業である.AT & T は,半導体

事業担当の子会社の形式で84年に外販市掛 こ参入している･企業規模を生かすことで,通信用

の論理 ICを中心にしながらも幅広い製品展開を追求し,半導体事業を新規事業の柱にしよう

としている.

欧州企業の3社はいずれも,巨大総合電機 ･電子メーカーの事業部門あるいは子会社として

半導体事業を展開している.欧州半導体産業の復権をかけた官民共同の国家的 プ ロジェク ト

- ｢メガプロジェクト｣および ｢JESSI計画｣(JointEuropeanSubmicronSilicon:欧

州サブミクロン･シリコン共同計画)- の独占的な担い手として,戦略製品分野である高集

積メモリー分野の開発に注力してきていることに示されるように,日米の大手半導体メーカー

を中心とした世界市場での競争に対等に参画することを正面から追求している･しかしながら

半導体事業の全社にしめる比率はさほど高くなく,日本の大手企業と同様の多事業統合型企業
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第 3蓑 欧州半導体メーカー上位3社の半導体部門の位置 (1989年)･

(単位 :100万 ドル)

注) SGS-トムソンの一方の親会社である トムソン CSF社の全社売上高は,12,026百万 ドルである.

出所) ElectronicBusiness,Sep.17,1990,および第2蓑資料より作成.

としての特徴を示 している (第 3表参照).

韓国の三星電子は,近年,戦略製品分野であるメモリー分野を中心に急速に力をつけてきた

企業で,DRAM,SRAM等,最先端のメモ リーの供給力において今日世界の大手企業のレベ

ルに並ぶまでになっている.企業形態は,多事業統合型の総合エレクトロニクスメーカーであ

り,半導体事業の比率は20%強にすぎないが7),しかし,メモリーを中心に総合半導体メーカ

ーとして多製品的展開を追求している.

以上のことから,次のことが確認できる.第 1に,上位メーカーの大半が,多事業統合型の

総合エレクトロニクスメーカーの企業形態にあるとい うことであ り,第 2に,そのなかで戦略

的製品分野を含む多製品的展開を追求している企業が,全体として競争優位を築いているとい

うことである･それが意味することは,80年代後半の構造変化を遂げた半導体産業の今 日の発

展段階においては,豊富な資金力と技術開発力の保持が競争優位を築 く上で必須であ り,した

がってそれ相当の資本規模をもつことが一般的な必要条件となっているということである.専

業型のインテルは一見その例外的存在にうつるが,IBM との資本提携の活用を含め,マイク

ロプロセッサとい う世界市場を二分する独占的な戦略的製品での技術開発力を保持し,それを

ベースに多製品的展開を追求している点では,競争優位の条件をみたしているといえよう.他

の専業型企業である NSと AMDは,特化集中した製品をもちつつ多製品的展開を追求する

ことでこれまで地位を保ってきたが,今後を見通した場合,独占的な戦略的製品をもたない点

でインテルとは違ってお り,上位20社の中では,専業企業の基盤の弱きという要素が最も現れ

でよう.

2 企業間提携の予備的考察- 全体的特徴と内容,形式

最初に,提携の全体的な特徴について指摘しておこう.第 4表は,1990年初頭の時点での日

本企業と外国企業との主要な提携について整理したものであるが,ここから次の特徴をみてと

ることができる.

第 1に,国際提携の広が りである.質の濃い内容をもった上位企業間の提携が,日米間だけ

7)1989年12月期の売上構成比は,家電57･5%,情報通信21･3%,半導体21.1%である (日本経済新聞社

『外国会社年鑑』1991年版,757ページ).
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第4蓑 主要企業と外国企業との提携の現状 (1990年 3月時点)

45

携 先 塵 携時刺 内 容

日

本

電

気

サ ミット･マイクロ･サ
ーキット(栄)
ミッブス ･コンピュータ
･システムズ(栄)

マ トラ ･ハ リス ･セ ミコ
ンダクター(仏)

TI(莱)

AT&T(栄)

1989.2

1989.1

1990.3

･アクセスタイム20ns前後の64K,256K高速 SRAMの
設計を委託,契約期間 :3年間

･RISCプロセッサの製造 ･販売

･MIPSチ ップのソフ トウェア, ドキュメン ト,開発 ツー
ルの共同開発,契約期間 :5年凶

･16ビットMCUのセカン ドソース契約, 日電が技術情報
を提供 して トラ ･- リスが製造

･日欧での DRAM の相互 OEM供給

･ASIC分野での相互技術供与,契約期間 :5年間

･4ビットMCUの生産委託

モ トローラ(栄)

シーメンス(独)

東

芝 シーメンス(独),GE(栄)
SGSトムソン ･マイクロ
エ レクトロニクス(伊仏)

LSIロジック(栄)

1986.8

1985.7

1986.3

1988.3

･DRAM,MPU技術の相互提供

･合弁 メーカー｢東北セ ミコンダクター｣の設立.lMDRAM,
32ビットMPUの製造

･東芝の米国向けlMDRAMはモ トロー ラが生産 契約期
間 :半導体装置の特許実施権-91年12月まで.半導体製
品の特許実施権,技術 ノウ-ウ-両社の合意による解約

･1MDRAM技術 ノウ-ウの供与,契約期間 :92年 6月ま
で

･ゲー トアレイ設計技術供与,相互 OEM供給

･スタンダー ドセルの共同開発

･3社でスタンダー ドセルの共同開発

･汎用 CMOSロジックの共同開発

･ゲー トアレイの共同開発

日
立
製
作
所

TI(栄)

VLSIテクノロジー(栄)

金星(韓)

1989.1
1988.5

1989.7

･16MDRAM の共同開発,契約期間 :3年間

･ASICの技術交換.VTIが ソフ トウェア開発ツールを,
日立がプロセス技術をそれぞれ供与する.契約期間 :92
年12月まで

･256KSRAM の OEM供給 と同メモ リ8ビット版 の 開
発委託

･lMDRAM製造技術供与,生産委託

三
洋
電
機

VLSIテクノロジー(莱)

ア トメル(栄)

モスエイ ド(加)

モ トローラ(栄)

1988.4

1989.4
1989.5

･32ビットRISCプロセッサの共同開発

･256KEEPROM の共同開発

･4MDRAM の共同開発

･CMOSロジックの生産委託

沖
電
気
工
莱

シリコン ･システムズ
(栄)
カタリス ト(栄)
SGSトムソン ･マイクロ
ェ レクトロニクス(伊仏)

バイチ リック(栄)

1987.2
1985.9

1989.10

･CMOSlチップモデム共同開発.低速晶を導入,高速品
を提供.

･CMOSEEPROM の共同開発.

･256K,1MDRAM モジュールの組立生産委託.

･メモ リ製造 ライン技術供与,バイチ リック製品の OEM
生産,など.

注) 提携時期は,最初の提携の開始時期.

出所) プレスジャーナル社 『VLSIReport』67号,1990年2月27日.アイアールシー 『電機 ･電子機器メーカー

の海外進出実態調査'90年版』1990年,により補足.
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でなく日欧間にも目立ってきている.第2に,従来,支配的であった上位-下位企業間の提携

に加えて,多事業統合型の上位企業同士の国際提携が広が りをみせ,ほとんどの上位企業がそ

れに関係するようになったことである.第 3は,提携内容の多様さと深化である.提携を機能

的な面からみれば,販売上の捷携,技術上の提携,生産上の提携,またはそれらを組み合わせ

た授携とに区分できるが,そのいずれにおいても,内容の深化が現れてきている･

この内容上の特徴についていますこし具体的にみてみよう.日本電気とTIの提携にみられ

るような,同一製品 (最先端汎用メモリー)についての日欧市場での相互供給契約とそれをベ

ースにした相互 OEM 生産は,一種の市場テリトリー交換であ り,販売捉携の内容の発展を

示すものである.技術提携に関しては,技術供与とそれによる OEM 生産委託ないしライセ

ンス生産 (セカン ドソース生産等),技術導入 とそれによる OEM 生産受託ないしライセンス

生産,あるいはそれ らをセットにした技術交換 と相互生産供給,とい うように生産供給とリン

クするケースが多 くなっている.また,外的な技術交換にとどまらない内的な関係を意味する

共同技術開発がふえている.生産上の提携に関しても内容の発展が み られ,単なる OEM 生

産から,戦略製品の技術の相互供給あるいは共同開発をペースにしての合弁による共同製造が,

最 も進んだものとして現れている.また,上位企業間の提携の進展は,提携内容の相互的な性

格 (双方向性)にも反映している.上位一下位企業間提携において,一方向的なパターン-

たとえば,上位企業による下位企業の特殊的に進んだ技術の導入とそのみかえ りとしての生産

供給といったような- が多いのとは対照的である.

以上の特徴は,いずれも半導体産業における資本間競争の到達点の-内容,すなわち,単一

の世界市場における独占資本間競争の展開としての国際提携の発展を示 している.

ところで提携の考察にあたっては,提携の内容とともに,提携の形式についての考察 も必要

となる.ここで提携の内容 とは,提携が企業間の何らかの協力関係である以上,いかなる提携

にもある経営資源の交換の中身のことをさし,具体的には,販売,製造,技術開発,資金等の

諸機能 (素材的内容)の交換である.企業間の関係は,その提携の内容のあ りかた (素材的内

容のくみあわせ)にある程度反映するが,このことは,企業間関係自体が規定的意味をもち,

その考察に独自の意義があるとい うことを示 している.むしろそれを明らかにするために提携

内容の考察があるともいえよう.

提携の形式とは,企業間の協力関係の形式をさす.全体は,①個別企業同士の 1対 1提携の

形態と,⑧ ｢セマテック｣や ｢JESSI計画｣にみ られ るようなコンソーシアム形態 (企業連

合による共同事業体) とにまず区分される.両者を簡単に比較 してみよう.

両者に共通するのは,いずれも,今日の国際的競争関係のなかでの産業再編を表していると

い うことである.第 1図は,半導体企業間の提携についてに欧州企業を中心にみたものである.

先の第 4表ともあわせてみると,世界の主要企業のほとんどすべてが,国際的な挺携をとりむ

すんでいることがわかる.しかし,それぞれの提携関係の間には,特定の資本系列による集団



第 1図 欧州企業を中心にみた半導体企業の提携
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化とい うような傾向は特には認められず,資本関係上は自由な多様な提携が,競争関係のなか

で展開している.

両者の相違は,コンソーシアム形態の場合,国家ないし国家連合の直接あるいは間接の政策

的な関与を伴って設定された企業間協力であるということである.したがってその場合には,

ある国 (ないし国家連合)の業界の利益というものが,他国の業界の利益との対抗関係を前提

として前面に出る.もちろん,業界の利益といってもそれに預かれる位置にある企業は,上位

の独占的な企業にかぎられるわけだが,ともかくこうした一国的な業界の利益とい う形にまと

められることで,個々の資本の戦略のレベルではあらわれない資本の民族的な性格が現れるわ

けである.対 して,個別企業同士の 1対 1提携の形態の場合は,背景として国家の政策的条件

をどう活用するかとい うことはあるにせよ,競争関係のなかでの個別企業間の利害の一致を基

本にして提携が形成されるため,資本の民族性というものからほ自由である.

個別企業間の提携は,さらに当該企業の市場秩序における位置にしたがって,上位企業間提

撹,上位一下位企業間提携,下位企業間提携とに分けることができるし,また,それと提携の

中身とをあわせみることで,長期的,戦略的提携と,一時的,非戦略的提携とに分けることも

できる.その区別は,当該企業の主観的意志によって決められるのではなく,その企業が市場

第 2図 提携 (企業間)協力の諸区分

①形式による区分

′
｣

＼-1

'

個別企業間提携 (1対 1)--資本間の関係のみ

(

上位企業間提携

上位一下位企業間提携

下位企業間提携

企業連合 (コンソーシアム)･-･･国家の政策的関与をともなう

②資本関係による区分

非資本提携--資本関係を伴わない提携

資本提携

(
合弁設立--子会社-の共同出資

資本参加--一方向的な資本参加

③提携内容による区分

技術提携･--技術供与,ライセンス供与,共同製品開発,共同研究

生産提携･- ･OEM生産委託 (A社開発の製品をA社ブランドでB社に生産委託),セカ

ンドソース供給,共同製造

販売提携･--長期購入契約 (多くは生産提携を伴 う),販売網利用 (代理店契約), OE

M販売契約 (A社開発,生産の製品をB社ブランドでB社に販売委託)

④その他の区分

包括提携--製品戦略の全体にかかわる提携

部分提携-- 〟 一部 〟

長期的提携

短期的提携

戦略的提携--上位企業による戦略製品分野全体での優位 (階層的市場秩序での主導的

地位の確保)をめざす提携

非戦略的提携
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秩序の中におかれている客観的位置によって規定される･したがって,その質的,階層的な区

別が,提携にも反映するわけである.

以上の提携の区分について簡潔に示したのが,第2回である.

ⅠⅠⅠ上位一下位企業間の提携の考察

1 一般的特徴と事例の検討

本節では,上位一下位企業間の提携の特徴とその意味について検討する.上位-下位企業間

(大小企業間)捷携は,揖携全体の半数近くをしめてお りその数は少なくない.前掲第4表を

みても一方が上位20社に位置し,他方が上位20社以外に位置するの提携は,全体の過半をしめ

ている.

この種の提携の内容上の特徴は,授携に入る理由,捷携によって資源交換される内容が双方

の間で非対称であることである.下位企業のもつ技術と上位企業のもつ資金,製造,販売等の

優位な資本力とを交換することにより相互の利益を図る,とい う特徴が一般に指摘 されてい

る8). 第3図および第4図は, アメリカの-イテク産業における大小企業間提携について,そ

の日的および,資源交換の内容における大小企業間の相違を,指数化してみたものである.相

対的な傾向として,小企業が大企業の金融力,販売力の活用を主にめざすのに対し,大企業が

小企業の技術力の獲得をめざして提携に入ること (第3図),連携に対して大企業が 資金力 を

より多く供すのに対し,小企業の側が,技術のみならず,製造,販売,管理をもより多く供す

るということ (第 4図),をみてとることができる.

以下,実際例を検討しよう｡

〔日本電気- ミッブスコンピュータシステムズ〕

ミッブスコンピュータシステムズ (MIPSComputerSystems,Inc.- 以下 ミッブス社)

は,売上高1億 ドル程度の小企業で,全米のエレクトロニクス業界の上位200社にもはいらな

いが,RISC(縮小命令セット型コンピュータ)型 MPU市場では,サンマイクロシステムズ

(SunMicrosystems,Inc.- 以下サンマイクロ社) とならび市場を2分する有力企業で

ある9). この提携は,1989年2月に,RISC型32ビットMPU の技術共同開発を内容として

5年契約で締結されたもので,同様の契約は, ミッブス社とシーメンスとの間でも同時に結ば

8)-イテク産業に広がる上位-下位 (大小)企業間の提携の特徴については,以下のものを参照."Sh･

iftinFocusforStrategicAlliances",ElectronicBusiness,Mar.19,1990,pp.58-60;Hull,

F.andSlowinski,E.,uPartneringwithTechnologyEntrepreneursw,Research･Technology

Management,Nov.-Dec.1990,pp.16-20;TheWallStreetJournal,Feb.22,1991.

9)米 IDC社による1989年の米国 RISC市場におけるシェア調査によれば,サンマイクロ社が55.4%,

ミッブス社が21.1%であるのに対し,IBM はわずか4.5%にすぎない (『週刊コンピュータワール ド』

1990年 6月11日).
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第 3図 提携目的の大小企業間比較

Not

Important

や軒SmallFirm □ LargeFirm

出所) Hull,F.andSlowinski,E.,"PartneringwithTechnologyEntrepren
eurs",Research･TechnologyManagement,Nov.-Dec.1990,p･18･

第4図 提携で与える経営資源の大小企業間比較

Finance Technology Manufacturing Marketing Management

8年8年 smallFirm □ LargeFirm

出所) 第3図に同じ.

れている.日本電気とシーメンスは,これにより開発で世界的に先行するミッブス社の RISC

型 MPU のセカンドソース (二次供給者)となり, 世界的規模での製造販売権を獲得した.

また,MPU のソフトウェアおよび設計ツールの共同開発,MPU 改良製品の共同開発がそれ

ぞれで行われることになる】0).
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ところで,RISC型 MPU は,命令処理機能のうち必要な部分だけを効率化して取 り出す

ことで,従来の CISC(複合命令セット型コンピュータ)型と比べ飛躍的に高い高速演算処理

機能をもたせた新 しい設計思想によるMPUである.高度のソフ トウェア技術を伴 うために,

設計ツール開発は専門的な小企業によって先行的に担われた.また RISC型 MPUを搭載し

た高性能専用コンピュータであるワークステンション (WS)も,最初は下位メーカーから供

給 された.しかし,コンピュータ製品の全体動向としてダウンサイジングの潮流がはっきりす

るにつれ,その技術的基盤をなす RISCの戦略的意味が明らかとな り,RISC技術の獲得が大

手 コンピュータメーカーにとって,したがってまた上位半導体メーカーにとっても競争戦略上∴

不可欠の課題となったわけである.

この提携により,日本電気は,豊富な資金力により新規技術ならびにその製造販売権を獲得

し 二次供給者となることで市場参入を果たすことが可能となった. ミッブス社の側は,大手

企業を二次供給者とすることで自社の製品の市場文化圏を広げ,また共同研究により開発費負

担をカバーすることが可能となる.しかもその際,複数の大手企業との間で同様の捉携に入る

ことで,自社の自立性の保持が図られている.したがって,大小企業間の提携ではあるが,提

携 自体の性格についていえば,それぞれの利害の一致にもとづ く対等な提携 とみることができ

る.

こうした RISC プロセッサメーカーが小企業であるにもかかわらず,自立的な位置を保持

しえている理由は,次のように考えられる.それは,同様の捷携が,他の RISC プロセッサ

メーカーと大手半導体メーカー,コンピュータメーカーとの間でも結ばれているということに

関わる11).少数の RISC プロセッサメーカーを核にして企業陣営間の競争関係が形成される

ということは,技術の専門性に根ざした少数者の地位を保つ限 りにおいては,小企業であって

もそれを核に陣営が形成され うるとい うことであ り,特定の一つの上位企業だけとの関係が形

成されないことを意味する.実は,こうした企業陣営同士の競争関係の存在自体が,技術的専

門性に根ざした自立性を,核となる企業が保持 しているということを表しているのである.

〔日立製作所-VLSIテクノロジー〕 ●

VLSIテクノロジー (VLSITechnologylnc.- 略称 VTI)は, 1980年に設立され,

ASICの総合メーカーとして急成長をとげた半導体専業企業である.89年 の 売 上 高 は 2億

8800万 ドルで米国電子企業ランキングの138位に位置する12).製品構成ではスタンダー ドセ ル

10) 『日本経済新聞』1989年 2月2,9日.

ll)RISC型 MPU市場では,それぞれ独自の設計ツールを開発した一次供給者のまわりに,一次供給

者から設計技術を導入することで後発参入した二次供給者がとりま〈形で,全体の競争が営まれている.

例えば,ミッブス社を核に,日本電気,シーメンス,LSIロジック,ソニー等が一つの陣営をつくり,

サンマイクロ社を核に,TI,富士通,LSIロジック等が他の陣営をつくり,対抗しあうという形である

(『電波新開』1990年 1月27日,参照).全体の対抗関係の構図が,それぞれの基本ツール (ソフト)の

勢力圏の拡張をめぐって形成される点は,コンピュータやパソコンの場合と共通である.

12)"TheElectronicBusiness200",EZectyom'cBusiness,Jut.23,1990.
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が全体の半分弱をしめ,この機種では市場の上位をしめる18).

両社の提携は,1988年 5月の,ASICの設計,製造技術に関するクロスライセソス契約の締

結に始まる.89年 1月に,日立製作所による高速 SRAM のOEM生産供給が追加され,連携

内容が強化された.現在の捷携内容は,① VTIのスタンダー ドセル設計ソフト技術と日立製

作所の CMOS製造技術との交換,② 日立製作所による高速 SRAM (256Kおよび 64K)の

OEM 供給,の二つである14).大手他社とくらべて,スタンダー ドセルの商品化に完全に遅れ

をとった日立製作所にとって,ASIC分野全体の基盤を確立するためにも,この機種で地歩を

.獲得することは急務であった15).他方,VTIは,ASIC化が可能なメモリー分野を確保する

必要から SRAM の生産,販売を自社でもすすめてきていたが,SRAM 生産では世界の首位

を行く日立製作所と提携LOEM供給をうけることで,自社負担をかけずに商品ラインアップ

を拡大することが可能となった.

この提携は,自社の優位な資源を供与し,劣位な部分を補 うという関係がそれぞれにかみあ

っていることがわかる典型例である.大小企業間の提携ではあるが,VTIが優れたスタンダ

ー ドセルのソフト技術で優位をきずいていることが,両社の対等な提携を可能にしているとい

えよう.

2 上位一下位企業同提携の経済的意味

上位一下位企業間提携は,資源交換される中身の非対称はあるものの,それが資本関係にま

で発展していない以上は,相互利益の一致にもとづくかぎりでの対等な提携とみることができ

る.相互利益の一致はそれぞれにとっての利害の-敦であ り,それぞれの企業の利害が多様な

ために,提携もまた多様である.その内容は,それぞれの企業ごとに異な り多様である16).普

たそれは共同の利益までは意味しない.したがって,上位一下位企業間の捷携だけをもって,

二者間での支配一被支配の関係を意味するわけではない.なぜなら,二者間での支配一被支配

13)産業タイムズ社 『半導体産業計画総覧』1989年度版,453-54ページ.

14) 『日本経済新聞』1989年 1月9日.

15)日立製作所の ASIC分野における売上高 (1989年)をみると,256億円で国内第4位であるが,その

99.6%はゲートアレイによるものである.スタソダードセルの売上高は,わずかに1億円であり,東芝

の110億円,富士通の70億円,日本電気の60億円,松下電子工業の50億円等,先行の大手他社とくらべ

見るべき数字は残っていない (数字は,矢野経済研究所 『ASICの国際戦略化展望』1990年,による).

対して,MOS メモリー分野の SRAM では,15.6%の国内市場シェアをしめ トップの位置にある (数

字は,プレスジャーナル調査部 『'90半導体マーケット･企業』1990年,による).なお,国内 ASIC メ

ーカーの機種別売上高については,榎本里司 ｢半導体産業におけるカスタム化と企業間関係｣ (中野東

･明石芳彦編 『経済サービス化と産業展開』1990年,所収第Ⅶ章)の付表,第10表を参照.

16)大小企業間提携の資源交換が,一般にいわれるような単純な内容- 小企業が技術を与え,大企業が

その他の諸要素を与えるといった- ではないことについては,ノ､ルとスロンスキィが前掲の論文で指

摘している.HullandSlowinski,op.°it.(注8),p.19.
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の関係は,特定の資本関係を前提にしてはじめていえることであるが,ほとんどの捉携が特定

の資本関係を前提にして成立 しているわけではないからである.

しかし,当事者間の関係として対等であるということと,全体の市場秩序のなかで両者が対

等であるということとは別事である.市場秩序を考慮に入れた場合,それぞれは対等とはいえ

ない.競争関係に強制されてそれぞれが提携するわけだが,当然,それぞれがめざす市場戦略

が市場秩序の位置の相違に規定されて異なるからである.したがって,この相違を区別せず,

上位一下位企業間の提携も含めておしなべて戦略的提携とみる議論は,実際上すべての提携を

戦略的提携といっているに等しく失当である.重要なことは,それぞれがとりうる市場戦略の

質的な相違が,客観的に規定されていることをみることである.それは,上位一下位企業間の

提携から実際に確認される.

下位企業の側からみよう.市場戦略としては,専業特化している分野の地位の安定,確保が

ねらいとなる.新たな製品分野-の進出を図る際も,専業分野の地位安定が基本にある場合が

多い.専業的地位を支える基礎は,ほとんど技術,しかも先行的な開発が可能な特殊的技術の

開発力にもとめられる..ソフト開発技術の特殊性を特徴とした RISC型 MPUや ASICは,

その最も典型的な例であるといえよう.こうした技術開発において小企業が先行する事例が比

較的広範にみられるのは,技術発展およびその裾野の広が りが早い-イテク産業の特徴である.

しかし,こうした企業は,先行した技術を製造,販売等により資本蓄積の果実にかえていく点

では能力が限られてお り,先行技術に対する需要が広がれば,競争対応上,上位企業の,製造,

販売,資金等,その資本力を活用せざるをえなくなり,提携に入ることになる.特殊技術の先

行開発力をペースに大企業と捉携に入ることは,小企業にとっては専業特化の意味を失う危険

性をもはらむものである.したがって,その危険性をできるかぎり回避すべ く,全体の競争関

係を利用し,特定の上位企業との関係だけを形成しないように努めることになる.提携の活用

で専業特化の位置を生産供給面についても保持することができるかぎりにおいては,下位企業

といえども自立的に市場に存在しつづけることができるが,その条件が うしなわれ均衡が崩れ

た時点で,個々の小企業は,吸収され,消滅しでいくことになる.しかしながら,産業全体と

してほ,以上のような関係が継続していくわけである.

次に上位の大企業の側からみよう.上位企業は,自力ではまだアクセスができていない新規

技術にたいしては,しかもそれが市場にとって戦略的重要性をもつ技術である場合にはかなら

ずといってよいくらいに,提携により技術導入をはかる.それは根本的には,大手･といえども

技術開発をすべての分野にわたって先行的に手掛けられないという-イテク産業の特徴による･

産業全体としての競争性がここに反映されている.しかし,上位企業はこの提携により,自己

の経営資源を生かすことで将来の優位のための必要条件たる戦略的分野での製品供給者の地位

を獲得することが可能となる.上位企業にとって提携は,全体の市場秩序のなかで,システム

的な統合者としての優位を築くという戦略のなかに位置づいてお り,したがって半導体分野で



54 季刊経済研究 第14巻 第2号

の事業戦略全体からすれば部分的な提携である場合がほとんどである.それは,直接に小企業

を自らの資本傘下におさめるという形態ではなしに,経営資源の必要な環をおさえることで自

らの資本の集積の発展を図るという形態である.こうした形で,巨大企業の優位がさらに進み,

戦略製品分野の多製品的統合という市場における戦略的地位が確立する.

戦略的提携を,市場における トータルな戦略的地位,すなわち,戦略製品分野の多製品的統

合をめざしての提携という意味において定義するとすれば,戦略的提携にあずかれるのは上位

企業だけである.市場戦略の質的内容の異なる下位企業にまで戦略的提携を拡張することは,

その意味を無内容にするものである.

ⅠⅤ 上位企業間の提携の考察

1 提携の概括と活発な展開の背景

上位企業間の提携は,提携にたいする考えかたの各社ごとの相違はあるものの,それぞれが

市場における戦略的地位を追求しあっての提携であるという点で同一性をもつ.と同時に,棉

互の関わ り合いの程度とその内容においては多様さを示す.捉携は,相互の依存しあう程度に

より,①戦略製品分野の資源交換ではあるが,単なる技術交換,販売協定,相互 OEM によ

る生産分担等,それぞれが有している資源の交換の範囲にとどまるものと,③戦略製品分野の

共同技術開発,共同生産等,生産資本にかかわる内的な相互依存関係にまでふみこんだものと

に区分される.

上位企業間捷携の最近の活発な展開の要因はどこにもとめられようか.これをめぐっては,

一般に次のような説明がなされている.

第 1は,-イテク産業の必然的な展開の帰結として,提携の広が りを根拠づける説明である.

すなわち,技術および製品の裾野の広が りが,半導体の開発に要する設備,資金の負担をます

ます増大させてお り,大手企業といえども単独で増大する投資負担をまかなうのは困難化して

いる.したがって,提携により,相互に負担を軽減しあうというものである.この説明は,一

般的な指摘としては正しい.実際,次世代の64MDRAM を月産500万個のレベルで量産する

のには4-5000億円の設備投資が必要とされ,また,現在の生産拡大ペースでいった場合,毎

年の生産額の十数%を研究開発費に投じる大手半導体メーカーにとって,5年後には年間2000

億円の研究開発費用が必要になるといわれている17).しかしながら,この説明は,端的にいえ

は全体の市場の成長にたいし企業の側の成長が追いつかないというものであ り,増大する市場

にたいして企業が等質なものとして,しかも従属変数の要素としてみられている.したがって,

提携にたいする企業の戦略の質的な相違については説明されない.また,こうした産業的特徴

17) 『日本経済新聞』1991年6月8日.
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は-イテク型の産業に一般的にいえることであって,なぜ80年代後半に提携が活発化したか,

については説明されない.

第2は,貿易摩擦,投資摩擦等の摩擦緩和の手段として提携の発展を説明するものである.

実際,日米半導体協定下,外国系企業の半導体製品の購入枠拡大という通産省の指導,要請仁

たいし,企業レベルの対応として,捉携により技術を供与し外国企業の市場参入を促すという

措置がしばしばとられた.しかしながら,この説明では,揖携が受動的かつ短期的なものとさ

れてしまい,授携のもつ能動的な意味,すなわち,資本相互の積極的な市場戦略の一致といっ

た面がとらえられない点で,捷携の展開の全体を説明できない.また,この説明にあてはまる

一部の提携にしても,資本のレベルの利害の一致があってはじめて授携にいたるという点が衣

られないことになる.

第3は,提携を半導体産業の構造変化の-内容として捉え,国際的な資本間の競争関係の発

展のなかに位置づける見方である.半導体産業の構造変化の本質は,上位企業と下位企業の階

層的区分が明確化するほどの競争関係の発展,すなわち,独占的秩序の形成である.構造変化

を特徴づける内容の一つとしてある企業間捉携の活発な展開も独占的秩序の形成のなかでの事

態である.そのなかで主要なものは,全体の競争関係の激化を反映した上位企業間の提携であ

り,戦略的提携といえるものは,国際的な再編と軌を一にしたこうした提携である.

以上,提携の発展の背景の説明としては,以上の第 1から第3の要因を同じレベルのものと

してみたうえでそのうちどれが主要か,と問題をたてるのではなく,第3の競争関係を基本に

してとらえ,そのうえで他の要因を異なるレベルの問題として,すなわち,第 1の要田を一般

的背景のレベルの問題として,第2の要因を具体的な環境条件のレベルの問題として,重ねあ

わせてみることが必要である｡

2 主要な提携の考察

国際的な上位企業間提携の主要なもののいくつかを,とくに全体の競争関係とそのなかで各

企業がとる競争戦略に留意して考察しよう.それらは戦略との関係における連携内容の広が り

の程度によって,①主要な戦略的製品分野の全体,したがって半導体事業の製品戦略の全体に

かかわる包括的提携と,⑧戦略的製品分野の一部だけにかかわる部分的提携とに区分される.

(1) 日米企業間の提携

〔東芝-モトローラ〕

諸々の企業間提携のなかで,相互の依存関係の最も深化した内容を示しているのが,世界市

場ランキング第2位の東芝と第4位のモトローラとの捷携である.これは双方の戦略的製品分

野の全体をカバーした内容の包括的提携として発展している.

両社の提携は,1986年8月の東芝によるモトローラ-の64K,256KDRAM のライセンス

供与に始まる.これは,モトローラからの申し入れで86年はじめより交渉がもたれていたもの
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である.続く11月にモ トローラから東芝への MPU 設計技術の供与,次世代メモリーの共同

開発,および折半出資による合弁製造会社,東北セミコンダクタ設立の合意 (設立 は87年5

月)が発表される.それにより,東芝のメモリー分野,モトローラの MPU 分野という得意

分野の技術交換および共同開発を内容とした相互的な関係が早くから明らかになる･

その後,捷携関係は進展し,東北セミコンダクタの完成 (198･8年6月)を前にした88年 4月

に当時最先端の lMDRAM の技術供与が合意される.それをうけてモ トローラは東芝の協力

により新工場を建設,アメリカ国内においても lM の量産を開始し,DRAM への再参入を

果たす.さらに89年 5月に,東芝からの DRAM 技術供与は 4MDRAM にまで拡大する･

製造権を獲得したモ トローラは,翌年アメリカとスコットランドでその生産を開始する (見返

りとしてモ トローラは RISC型 MPU の技術供与に同意し,東芝は新たな戦略分野 へ の参

入を果たす.全体として東芝は,戦略製品分野のうち他の大手とくらべて最 も手薄 で あった

MPU等のマイコン分野での基盤を整えることになる18).90年7月には,最先端の16MDRAM

の共同開発と製造権供与を伴った覚書が交わされた.対 して東芝 は,32ビットMPU ｢MC

68030｣の技術供与を求めているが, モトローラの日本市場でのある種の半導体シェアの増加

が,その供与の条件に加わっているとの指摘もある19).最近になり,モ ト｡-ラほアメリカで

の4MDRAM の製造を中止し,東北セミコンダクタにおいてのみ生産する旨発表しているが,

これは,同社が最先端のDRAMを自力で安定供給するまでには依然として達していないこと

を示していよう20).なお,契約の終了時期が具体的にさだめられておらず,両者の合意による

解約日までとされている点は,他ではあまり見られない特徴である.

以上の提携の全体の展開をとおしてみた特徴は,内容が常に最先端の戦略機種の共同開発に

までおよび,長期的な提携として発展していることである.日本市場向けの DRAM とMPU

を,それぞれの企業に生産供与する合弁企業,東北セミコンダクタを早くから設立しているこ

とをみても,単なる得意分野の技術交換にとどまらない依存的関係が形成されている.

しかしながら他面,製品の共同開発といっても,技術の自力開発力自体についていえば,依

然 DRAM では東芝側,MPU ではモトローラ側にあり,実質的には相互 OEM に近い,そ

れぞれの得意分野の相互技術交換と相互生産供給を内容とした提携である.したがって,それ

ぞれの自立性が前提された上での依存的関係が提携の基本にある.

では両社の力関係は全く対等に括抗しているのであろうか.この点では,モ トローラの側の

能動性が次の点で指摘できる.ひとつは,提携をよびかけた側であるとともに,また提携によ

りそれぞれが参入を果たす市場規模の将来を考えると,DRAM の方が MPU よりも大きく,

東芝側のもちだLになっていることである.いまひとつは,外国系企業の対日市場参入問題と

18) 『日本経済新聞』1989年 5月17日.

19)I.Motorola,ToshibaSignDRAM Memo",ElectronicNews,Ju123,1990,p.7.

20)''whyteamingupissohardtodo",ElectronicBusiness,Apr.8,1991,p.31.
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絡んだモ トローラの企業のいわば政治的な体質である.プッシュ政権に強い影響力を保持する

同社は,自動車電話の参入問題にもみられたように,摩擦という環境を有利に活用して,対日

市場参入を強引に果たすことで知られている21).交渉過程での同社の積極性,優位性は,最先

端 MPU の技術供与に対する条件付与でもみてとれる.他社との事例であるが,89年5月,

モ トローラは三洋電機との間で,それまで三洋電機が市場供給していた CMOSロジックの全

量をOEM供給する内容の提携を結び,この機種での対日市場参入をはたした.OEM とはい

え全量をモトローラが供給することは,三洋電機の同機種分野の生産中止を意味してお り,モ

トローラ優位の一方向的な提携であることがわかる.また,89年10月に,日本法人である日本

モ トローラが,東芝系販売会社である東芝電子デバイスとの間で販売会社を合弁設立している

が (出資比率は,日本モ トローラが50.05%で優位),それはモ トローラのすべての半導体製品

の対日市場販売を内容としたものである.このように,対日市場参入という点ではとくに,政

治的背景を活用してのモ トローラの優位性がみてとれる.このことは,相互の自立性を基本と

した提携であっても,政治的関係の活用等のより具体的レベルにおける完全な対等までをも普

味するものではない,ということを示している.

〔日立製作所-TI〕

両社の提携は,1988年末の 16MDRAM の共同開発契約の節線にはじまる.翌年,SRAM

の相互 OEM 契約の締結が加わ り提携が拡大している.契約期間はいずれも3年である.帆

用 MOSメモリー分野の提携であるが,DRAM も SRAM もそれぞれ戦略的磯種であり,

提携内容からみても東芝-モ トローラに匹敵する戦略的提携といえよう.

DRAM の共同技術開発の合意内容は,両者が 16MDRAM の開発に必要な現有技術を相互

に交換しあうとともに,新たに必要となる生産技術を共同開発するというものである22).共同

部面は,研究開発だけに限られ,製品化,量産についてはそれぞれが独自に行 うことになって

いる.その意義,特色は,双方が得意とする同一の戦略分野での提携であるということにある.

DRAM は双方ともに得意分野であ り,それぞれ lM,4M 等,高い自力開発力と供給力を有

している.その両社が,最先端の機種の技術開発に限って対等な立場で共同するという点に,

従来の提携にない重要な意義がある.この点についていえば,東芝-モ トローラの提携よりも

内的な依存関係が進んでいる.では両者を共同させた要因は何であろうか.直接の技術的根拠

は,両者のDRAM の開発方式の相違にある.最先端メモリーでは高集積度を実現するために

三次元回路構造が技術的に必要となるが,日立製作所はスタック (つみあげ型)方式,TIは

トレンチ (みぞはり型)方式の研究開発で先行していた.しかし, 16MDRAM について,

いずれの設計方式の採用が有利かの評価は不確定であった.そこで,それぞれが先行する技術

をもちより共同開発の可能性を探るということで提携にいたったわけである.経済的根拠とし

21) 『日本経済新聞』1989年 5月17日.

22)産業タイムズ社 『半導体産業計画総覧』1989年度版,434ページ.
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てほ,膨大な研究開発投資の負担軽減が当然のこととして指摘できる.すべての研究開発分野

を単独でカ/て-する,またそのための研究開発費を賄 うということが,困難となっていること

を,この事例は典型的に示している.

SRAM での捷携は,64KSRAM における相互 OEM 供給と,256KSRAM における日立

製作所の技術供給と TIによる OEM 生産供給を内容とする28). SRAM については, 日立

製作所は世界的 トップメーカーにあるが,対する TIは後発メーカーの地位にとどまる.した

がって,これは双方の技術力の差を前提した提携である.TIにとっては SRAM 分野での基

盤強化と,日本市場への進出が当然の目的であり,日立製作所にとってほ,対象機種が開発途

上の最先端機種ではないので,OEM 供給をうけることで,重点分野-の力の集中をほかるこ

とが可能となる.もちろんその分野のシェアを明け渡すおそれはない.また,摩擦対応として,

アメリカ製半導体の購入拡大をほかるという点,および知的所有権で攻勢の態度に出てきてい

る TIと良好な関係を築いておく点でのメリットもある.

以上,この提携は,世界的な上位企業が,相互の利益の一致に基づき,内容上も対等な形で

関係を発展させている汎用半導体分野での包括的提携ということができる.

〔日本電気-AT&T〕

AT&T は,半導体全体では上位企業ではないが,ASIC分野に限れば持前の高いソフト

開発力をいかし,1989年時点で世界第5位,スタンダードセルについては, トップの供給力を

誇っている (第5表参照).なお,同社の半導体事業は,子会社の AT&T マイクロエレク

トロニクスが担当している.

1990年3月に発表された両者の捷携ほ,ASIC分野における技術交換を主な内容としてお り,

包括的で相互依存性の高いものである叫.契約期間は5年である.内容は,① ASIC 分野に

おける相互技術供与,⑧AT&T の半導体製品の日本電気の通信機器,コンピュータ機器-

の積極的組卑入れ (デザイン･イソ),③ 日本電気製4ビットマイクpコントローラーの AT

&T -の生産委託,の3つである.そのうち主要なものは,ASICにおける相互技術供与で

ある.ゲートアレイの開発,供給力で優る日本電気が,CMOS ゲートアレイの設計,製造,

販売のライセンスを将来開発される製品分を含め AT&Tに供与し,対して,スタンダー ド

セルの開発で先行する AT & T が,そのCAD 開発ツールを日本電気に供与するというも

のである. ASIC 分野で優位にたつには設計ソフトの開発力が決定的な意味をもつが,開発

の負担は増大するばか りである.主要二機種について,設計技術と製造技術を相互に供与しあ

うことで,両者がそれぞれ相対的に弱い機種を補いつつ戦略分野の全体をカバーできるように

なる.また,ASICにとっていまひとつの重要な要素に顧客との関係があるが,その点でも,

23) 『日本経済新聞』1989年7月20臥

24)両社の提携については, 『電波新聞』1990年3月8日,またその評価については,̀ ẁhyareU.S.-

JapanPartnershipontheRise?'',ElectronicBusiness,May14,1990,p.35,を参照.
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第5表 世界市場における ASIC売上高上位10杜 (1989年)
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(単位 :百万 ドル)

企 業 名 け ;与言 ㌶ ●匡 タン ダ ー ド七,VI PLD ASIC合計

注) ICE社調査による.

出所) 『日本半導体年鑑』1990年度版,325ページ,より作成.

顧客が両者-発注することが可能となり,顧客-の安定供給につながる25).

ASIC分野においてすでに相当程度の地位を築いている対等な大手企業間同士の捷携とし

て,新しいタイプの事例といえよう.

〔日本電気-TI〕

両社は1989年 1月に,DRAM の日欧市場での相互 OEM 供給契約を結んでいる･内容は,

日本電気のスコットラソドの生産法人である NECセミコソダククーズ UK が,TIに対し

欧州市場むけの DRAM を OEM 供給し,対して TIの日本の生産法人である月本 TIが,

日本電気に対し美浦工場で生産する日本市場向けの DRAM を OEM 供給するというもので

ある26'. DRAM においてともに最大手の位置にある両社が,①最先端の汎用メモリーの同一

品種の製品を相互供給しあい,③海外の新鋭設備をほこる生産工場で現地生産している製品を

供給しあうという点,で対称的で対等といってよい捷携内容である･この提携は,かぎられた

椀種の,かつ完成された製品の相互 OEM 供給を内容としている点で部分的提携であり･か

っ技術開発や製造面にかかわる内的な依存関係もないが,戦略製品分野での代表機種 で あ る

DRAM における世界市場規模での最初の相互供給であるという点で,競争関係の発展の姿を

示 している.すなわち,世界的に市況変動の激しいDRAM について世界市場レベルで相互に

供給先を確保しあうもので,大手企業間の提携による乱売防止･市場での主導権確保･競争制

御という意味をもっている.

世界市場-の半導体供給でここ数年首位の座をしめ,それまで提携に消極的であった日本電

気も,販売捷携の内容であるとはいえ,これにより大手企業間の提携に入ったということも･

市場の全体的傾向を示すものである.

25) 『電波新聞』1990年3月20日･

26) 『日本経済新聞』1989年 1月19日･
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上位企業間提携の経済的意味については次節でまとめることとして,日米間の提携の特徴と

そこからみてとれる意味について簡単に述べておく.

日米間の提携は,1986年の日米半導体協定の締結以降目立ってきてお り,いずれも,アメリ

ヵ企業の対 日市場拡大の要求を背景に伴っている点で共通している･この面だけをとりだせば,

提携の増加が摩擦対応としてあるとみることもできないわけではない･

しかしながら,提携がアメリカ企業だけを利する性格をもっているわけではもちろんない･

内容からみれば,相互的性格をもったものがほとんどであ り,日本企業の戦略遂行上の利害に

もかなったものである.日米半導体摩擦とそれによる日米半導体協定という背景はあるものの,

それは提携を促進する条件として作用するだけである.より基本的な提携自体の原動力は,世

界市場をめぐる全体の競争関係激化なかでのそれぞれの企業の競争戦略の遂行,そのなかでの

相互の利害の一致以外には求められない.

したがって,日米企業間の提携は,世界市場ににおける競争関係のなかでの個別日本企業と

個別アメリカ企業との利害の一致,すなわち,資本間での利害の一致に基づくものであって,

それを日米の対抗関係とス トレー トに重ねあわせてみることはできない.

(2) 日欧および米欧企業間提携

〔東芝-シーメンス〕

東芝とシーメンスの提携は,1985年7月の東芝による lMDRAM の技術的知識のシーメン

スへの提供に始まり,86年3月の標準セル式IC(スタンダー ドセル)の共同開発,製造販売権

の相互供与,89年 5月の東芝のゲー トアレイの設計技術供与にもとづ くシーメンスとのセカン

ドソース供給契約,というように,今日では包括的な内容に発展している.技術的には,スタ

ンダー ドセルでは対等な共同開発であるが,その他は東芝の優位にある技術をシーメンスが導

入するとい う関係にある.

この提携により東芝側としては,欧州でのゲートアレイ市場を開拓することができたが,シ

ーメンス側がDRAM メーカーとしての地位を確立したことの意味はさらに大きなものがある.

シーメンスは,今日4MDRAMを量産するまでになっている欧州唯一の DRAM メーカーで,

欧州の復権をかけた2度の高集積半導体開発の大型プロジェクト- フィリップスとの ｢メガ

プロジェクト｣27)(84-89年),SGS-トムソンを加えた3社を核とした ｢JESSI計画｣28)(88-

27) ｢メガプロジェクト｣は,1984年から89年にわたって4着- フィリップス,シーメンス,および資

金援助者としてのオランダ政府,西 ドイツ政府- によって行われた官民共同によるメガビット級汎用

メモリーの開発プロジェクトである.投資総額は55億 ドルにのぼる.その開発成果として,DRAM を

までの量産能力を獲得した.

28) ｢JESSI計画｣は,1989年 6月に ECの欧州先端技術共同研究計画 ｢ユーレカ｣の一環 としてスタ

ートした欧州最大の半導体開発プロジェクトである.シーメンス,フィリップス,SGS- トムソンの3

社を核に,他の欧州メーカーや公的な研究機関が加わっており,プロジェクト終了の96年までに64/
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96年)- のいずれにおいても DRAM の開発を独占的に担当してきている企業である.3社

の現在の状況をみると,DRAM で基盤を確立 したシーメンスの躍進がめだっている.SRAM

を担当してきたフィリップスは,業績不振から90年 9月に同分野からの撤退を発表,｢JESSI｣

の中核的な担い手からも外れることになった29).｢JESSI｣で EPROM を担当している SGS

- トムソンは,89年の欧州市場の半導体売上高でシーメンスに抜かれ 3位に後返 し,またメガ

ビット級の生産でも遅れをとってきたが,総合メーカーの地位を築 くには DRAM の量産が不

可欠であると判断 し,16MDRAM の生産でシーメンスと合弁企業を設立する方向で検討を進

めているとい う30).

シーメンスは,メガプロジェク トにおける lMDRAM の開発の過程で, 日本メーカーの市

販開始時期が早まるとの予測を受けて,86年秋にそれまでのノウ-ウ導入から進んで, ロイヤ

リティ支払を伴 う製造技術供与の提携を東芝と結んだ.その際,ロイヤ リティを介してではあ

るが西 ドイツ政府の助成金が,プロジェクト競合相手である日本企業に流れるとい う点が政治

問題化 し,続 く 4MDRAM の開発での提携が困難になるとい うエピソー ドもあるが81),とも

か くこの提携によりシーメンスは,目標から1年遅れではあるが88年よりlMDRAM の量産

を開始するようになったのである.プロジェク トの共同の大義 と自身の競争戦略上の利害の間

にズレが生じた場合,個別企業にとってほ自身の利害を優先させるとい うことを,この事例は

示 している.

〔シーメンスーIBM〕

1990年 1月に発表されたシーメンスと IBM との高性能半導体メモ リーの共同開発の合意は,

それが,①米欧の最大の DRAM メーカー同士の提携であるとい う点で,⑧次世代の 64MD

RAM での最初の上位企業間提携であるとい う点で,③対 日対抗を前面に打ち出した米欧のそ

れぞれのコンソーシアム,｢セマテック｣82)と ｢JESSI｣を代表する最有力企業同士の提携であ

り,実際にそれを うけて両 コンソーシアムの相互協力が合意されるなどの事態が進展 している

とい う点で,今後の国際的な競争関係にとって最 も重要な意味をもつ提携であると考えられて

いる.

＼MDRAM,16MSRAM を完成させる計画である.総費用は35億マルクで ｢セマテック｣の2倍の規模

をもつ.シーメンスが DRAM を,フィリップスが SRAM を,SGS- トムソンが EPROM を分担す

る形で開発が進められてきた.

29)FinancialTimes,Sep.5,1990.

30)Wirtschaftswoche,Juni22,1990,S.7.

31)総合研究開発機構 『日本との産業協力に関する米欧の対応』1987年,.88ページ.

32) ｢セマテック｣(SEMATECH:次世代半導体開発製造会社)は,DRAM におけるアメリカの技術

優位回復をめざして,1987年5月に発足した官民共同の研究開発組織である.IBM,モトローラはじめ

14社からなる共同製造企業の形をとり,年間5億 ドルの予算 (国家よりの資金援助は うち2億5000万 ド

ル)で運営されている.
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連携内容は,両社が64MDRAM の開発費を折半,95年をメドに IBM のニューヨーク州に

ある研究所で開発を行うというものである88).基本的には,10億 ドル規模に達する64MDRAM

の開発費負担を双方で軽減するとともに,日本勢に対抗して商品化を急ぐ意味 が あ る.IBM

は,半導体については内製メーカーであり外販は行っていないものの,一貫して世界最大のメ

ーカーであるとともに,開発力でも常に最先端の位置にある.すでに16MDRAM を塔載 し

たコンピュータ磯器を製品供給していることから現在,最も早く新世代機種の ｢商品化｣段階

に到達しているとみてよい.

91年7月には,両社が間近にせまっている16MDRAM の量産で共同することが合意され

た.フランス国内にある IBM の工場で91年末から試験生産を開始し,92年半ばから量産体制

に入ると発表されている34). シーメンス会長によれば ｢JESSI｣にそった計画であることが強

調され,これにより半導体生産の最新技術をもった生産拠点が欧州内に確立されることになる.

両社の提携をうけるかたちで,90年 4月に ｢JESSI｣と ｢セマテック｣の相互協力合意が発

表されている.協力の内容は,競争力の分析と,半導体の標準化を当面のテーマとし,さらに

CIM 分野での共同開発の可能性についても検討していくというものである35). すでに,90年

2月に ｢JESSI｣は,IBM の参加を認めて参加を要請しているが,フィリップス撤退後の立

て直しの方向として,米欧連合による対日対抗の方向がさらにはっきりしてきたことがわかる.

形式的にはコンソーシアムの協力関係と,IBM,シーメンス両社の提携は区別されているが,

企業間の関係がまず基礎にあって,それがコンソーシアム間の協力関係をも規定していること

が,ここでも示されている.

以上の事例は,世界市場の全体的傾向としての上位企業間の提携の展開が,欧州企業にとっ

ても例外ではないということ,それどころか少数ではあるが多事業統合型の企業形態をとる欧

州の大手半導体メーカーが,国際的再編の一つの焦点としての意味をもってきていること,を

示していよう.

対日対抗としての米欧企業間の提携は,最も進んでいるものに対する2位,3位の提携とみ

ることもできよう.しかし,国際的な独占的競争関係が形成されているもとでは,国家間の対

抗よりも企業間の対抗,利害の関係が基本にあるわけで,少数とはいえ欧州の企業が戦略的提

携を結んできているということは,そうした欧州企業自体が自力で世界戦略を遂行しうるだけ

の地位を築いてきたことを物語っている.

また,コンソーシアムとそれを構成する企業との関係についていえば,両者の利害がズレを

みせたとき,上位企業の戦略的提携の方がコンソーシアムの大義よりも優先されるという傾向

33) 『電波新聞』1990年2月8日;̀ P̀iecingtogethersuccessfulWorld-classPartnerships",Elec･

tconicBusiness,May28,1990,pp.34-35.

34) 『日本経済新聞』1991年7月5日.

35) 『電波新聞』1990年4月10日.
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が現れてきている.それはつきつめれば,上位企業の戦略が基本にあって,コンソーシアムは

その舞台の一つにすぎない,ということである.少なくとも,国際的競争関係の発展のなかで,

こうした傾向がよりはっきりとしてこよう.

Ⅴ 捷携の経済的意味

最後に,これまでの全体の考察をうけて,上位企業間提携を中心に捷携の経済的意味につい

てまとめておこう.

第 1は,提携が競争関係,すなわち,自立した者同士の関係をあらわしているということで

ある.これまで考察してきた捷携のほとんどは資本関係を伴わない捷携であった.もちろん提

携には,資本提携という形もあるわけだが,今日広範に展開している捉携はそうではなく,質

本関係を伴わない提携が支配的となっている.このことは,経済的には次のことを意味してい

る.資本関係を伴っていない以上,捷携は,個別企業間の関係としては,自立した資本同士の

関係であり,競争関係を表しているということである.個別企業間の直接の関係としての支配

一被支配の契機は,共同出資による合弁設立の場合を別にした資本捷携,すなわち,一方向的

な資本参加の形になってはじめて付け加わるが,上位企業間授携においてはそういった形はほ

とんどない.また,企業間提携は,協調,すなわち,それぞれの戦略の利害一致による相互依

存という側面を含むが,このこと自体,相互の自立した者同士の競争関係の一面を表すもので

ある36).

第2は,提携が競争関係を基本にするといっても,それは階層的な独占的市場秩序のもとで

の競争関係であり,自由競争段階の競争とは異なる意味をもっているということである37). 階

層的な市場秩序のもとで,上位企業と下位企業との間の質的な相違は,それぞれが客観的にと

りうる戦略の相違として表れるが,このことは,上位一下位企業間の捷携であれ,上位企業間

の提携であれ,自由競争段階の競争にはない独自の意味を競争に与える.すなわち,独占的市

場秩序のなかでの,それぞれ質的に異なる地位の確保または獲得をめざしての競争,捷携とい

う意味である.

上位企業間提携は,それぞれ市場でのグローバルな戦略的優位をめざす者同士の捷携である

36)一般に ｢協調｣を ｢競争｣と同じレベルの用語として対立させて用いる場合がしばしばあるが,これ

は不正確である. ｢協調｣は自立した者同士の対等な関係の一面の内容をしめす語であり,同じく他面

の内容である ｢対抗｣と対立する語である.したがって, ｢協調｣も ｢対抗｣も相互に自立した者同士

の競争関係を表している. ｢競争｣に対立する語は ｢協調｣ではなく,自立した者同士の関係の否定を

表す ｢独占｣である.

37)理論的な問題としていえば,これは,独占段階においても貫く資本一般としての競争を,独占段階に

固有な内容において,すなわち,独占資本間競争の具体的内容としてどうつかむか,という問題に関わ

る.
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点で,時々の資本再編を直接に表しており,その活発化は,産業再編の原動力である独占資本

間競争の激化を反映している.上位企業間提携は,独占資本間競争の形態としてあり,この意

味で ｢戦略的提携｣といえるものである.

下位企業にとって提携は,階層的市場秩序のなかでのパーシャルな位置の安定,確保をめざ

してのものである.下位企業を含む提携も活発化していることは,市場の全体としての競争憤

向の増大を表している.

第3は,下位企業にたいする上位企業の対応として,資本提携 (系列化)ではない競争関係

をベースにした提携が,広く追求されているということである.競争関係である以上,企業間

の直接の関係としては,両者の間に支配一被支配の関係がないことは明らかである.だからと

いってこうした提携が軽視されてよいわけではない.それにより上位企業の質的な優位,市場

におよる主導的地位が弱化するわけではないからである.

むしろ,こうした競争関係をベースにした連携が支配的になっていることの意味をとらえる

必要がある.それはについてこう考えられる.上位企業による下位企業にたいする質的な優位,

主導的地位の確保 (広義の ｢市場支配｣)紘,必ずしも個別的な資本関係によらなくとも,独

占的な市場秩序のもとでの競争関係を用いることで,可能になるということである.とりわけ,

市場成長性,競争性の高い-イテク型の産業にあっては,こうした形が今日一般的になってい

る.

以上,上位企業間提携であれ,上位一下位企業間捉携であれ,提携の活発化は,独占的市場

秩序の弱化とか独占的な企業序列の弱化を意味するせのではなく,逆に独占資本間競争の激化

を原動力とした資本再編,全体の競争激化を意味している.

競争性の高い-イテク型の産業にあっても独占的な関係が貫き,独占的市場秩序が形成発展

していくということと,-イテク型産業において提携の広範な展開が顕著であるということと

は,実は,競争性の高さ,したがって独占資本間競争の激しさを原動力としている点で共通の

事態である.そうである以上,今後も捉携は活発に展開していくことになろう.

(1991.8.8受理)
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